
 

2022 年 1 月 1 日の電子帳簿保存法改正により電子化要件が 

大きく緩和されると同時に、電子取引のデータ保存が義務化にな

りました。企業が対応すべき範囲は想像以上に広く、早急な対策が

必要です。電子帳簿保存法とは関係がないと思っている企業でも、

取引先からメールなどに添付されて送られてきた請求書の PDF

ファイルや EDI システムで授受されたデータは、必ず電子データ

で法令要件に従って管理することが必要となりました。 

そこで本セミナーでは、準備すべき事や電子取引の保存要件に

ついての解説などを分かりやすく説明します。 

 

講 師 紹 介 

中央税務会計事務所 所長 (税理士) 

 

中島 由雅 (なかじま よしまさ) 氏 
１４：００～１６：００ 

 ①会場受講（刈谷商工会議所会議室） 
②オンライン受講（Zoom） 

 

【講
座
内
容
】 

【主催】刈谷商工会議所                                        ≪制度改正等の課題解決環境整備事業≫ 

日時 

会場 

下記申込書に必要事項をご記入のうえ、下記QRコード 

 

 

電子帳簿保存法改正のポイントと 

中央税務会計事務所 2 代目所長として、職員数 90 名の税理士事務所を

経営。持ち前の人当りの良さを活かし税務相談だけでなく、異業種交流会、  

金融機関、教育機関、企業等でセミナーや講演も 行っている。また、「西郷  

どん流リーダーシップ」に取組んでいる経営者 として、2018 年「ＮＨＫおは

よう日本」で取り上げられる。2011 年に名古屋で開催されたセミナーコンテ

ストグランプリ（全国大会）に出場し、4 位を獲得、2022 年にはオンライン  

開催の同グランプリにてファイナリストになる。また、全国各地の商工会議所・

商工団体にてセミナー講師としても活動中。 

 

 

申込先 

ＴＥＬ 0566-21-0370   ＦＡＸ 0566-24-6049  

●電子帳簿保存法制度とは (・届け出とスキャナーで簡単保存 ・資料を探す、保管する手間が劇的になくなる) 

●電子インボイスが進める税務実務の電子化 (・電子版資料の整理術 ・ＩＴ化推進による制度的優遇) 

●電子帳簿保存法の影響 (・対象となる事業者は？ ・対象の帳簿、種類は？ ・取引で発生する書類の電子化？) 

●適格請求書等保存法(インボイス制度)との関連 (・令和５年１０月施行) 他 

 

定員 ２０名(定員になり次第締め切ります。) 

刈谷商工会議所 行 （ＦＡＸ ０566－24－6049）    ※このままＡ４サイズでFAXしてください。    令和５年   月   日 

事業所名  Ｔ Ｅ Ｌ  

所 在 地  Ｆ Ａ Ｘ  

業   種 製造  ・  建設  ・  卸売  ・  小売  ・  サービス  ・  飲食  ・  その他   ※業種を○で囲んで下さい。 

受講者名   E-mail  

受講方法 １．会場受講  ２．オンライン受講 従業員数 人 

※ご記入いただいた個人情報は主催者からの各種連絡・情報提供のために利用するほか、セミナー参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。 

 

 

11/14(火)開催「電子帳簿保存法改正のポイントと経理実務の電子化対応」セミナー受講申込書 

経理実務の電子化対応 

対象 中小・小規模事業者(会員・非会員問わず。) 
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(WEBフォーム)又はFAXにて申込み下さい。【担当：岡村】 

 
刈谷商工会議所 中小企業相談所 

 (公社)刈谷法人会 刈谷支部 

※必ずご記入をお願い致します。 

主 催 


